
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年１０月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４門第５８号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２６年４月２６日 ００時４０分ごろ 

発生場所 福岡県宗像市神
こうの

湊
みなと

漁港 

宗像市所在の神湊港北防波堤灯台から真方位２５９°８０ｍ付近 

（概位 北緯３３°５１.３′ 東経１３０°２９.０′） 

事故等調査の経過  平成２６年５月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 小型兼用船 祐
ゆう

宝
ほう

丸、１５トン 

   ＦＯ２－５９８６（漁船登録番号）、個人所有 

   第２９０－５６９６４号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 宮
みや

吉
よし

丸、４.４トン 

   ＦＯ３－３０７９０（漁船登録番号）、個人所有 

   第２９０－４７１０６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首外板（上甲板上）に小破口及び擦過傷 

Ｂ 右舷船首防舷材が破損、船首かんぬき及びアンカー台が折損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客３人を乗せ、漁業協同組

合の漁獲物を積み、宗像市大島漁港を出港し、神湊漁港の荷揚げ岸壁

に向かった。 

船長Ａは、神湊港北防波堤灯台付近において、神湊漁港の荷揚げ岸

壁を離れた直後のＢ船の左舷灯及びマスト灯が見えたので、港内です

れ違うことになると思い、港内を右側通航するため、右舷側の防波堤

の近くに寄り、対地速力約４ノットで前進した。 

 船長Ａは、Ｂ船が前方を横切ってＡ船の左舷側を通航するだろうと

想定してＢ船の動向を見ていたが、Ｂ船の航海灯の灯
あか

りを見失ってし

まったので、Ｂ船は港の奥に行ったのだろうと考え、直進したとこ

ろ、平成２６年４月２６日００時４０分ごろＡ船の右舷船首とＢ船の

右舷船首とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、２６日００時３５分ごろ、神湊

漁港の荷揚げ岸壁で漁獲物の荷揚げを終え、離岸した。 

船長Ｂは、操舵室内の台上に立って操舵室の天井から頭を出してリ

モコン操作で操船していたところ、離岸してすぐにＡ船が入港して来



 

ることに気付き、Ｂ船より大きなＡ船が通航しやすくなるよう、防波

堤に寄せて停船し、先にＡ船を通過させようと考えた。 

船長Ｂは、Ａ船の正面付近から左舵を取り、防波堤の近くで停船し

たところ、Ｂ船の右舷船首とＡ船の右舷船首とが衝突した。 

船長Ｂは、衝突直後に後進してＡ船から離れ、船長Ａと翌日会うこ

とにし、宗像市宗像大島に帰り、船長Ａは荷揚げ岸壁に着岸した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 ２、視界  良好 

海象：潮汐 下げ潮の末期 

 その他の事項   Ａ船は、操舵室から船首方の左右約５°の範囲において、約２０ｍ

以内の海面が死角（視界が制限される状態）となっていた。 

Ａ船及びＢ船は航海灯を表示していたが、汽笛は両船共に鳴らさな

かった。 

船長Ａ及び船長Ｂは、救命胴衣は着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、神湊漁港を右側通航しようとして防波堤の近くを航行中、

船長Ａが、前方を横切るＢ船を途中で見失ったものの、Ｂ船が港奥に

行ったものと思い、直進を続けたことから、Ｂ船に気付かず、Ｂ船と

衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、神湊漁港を出港しようとして航行中、船長Ｂが、先にＡ船

を入港させようとし、防波堤に寄ってＢ船を停船させたことから、Ａ

船の進路に接近することとなり、Ａ船と衝突したものと考えられる。

原因  本事故は、夜間、神湊漁港において、Ａ船が右側通航しようとして

防波堤の近くを航行中、Ｂ船が出港しようとして航行中、船長Ａが、

前方を横切るＢ船を途中で見失ったものの、直進を続け、また、船長

Ｂが、先にＡ船を入港させようとし、防波堤に寄ってＢ船を停船させ

たため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・港内及び航路を通航する場合は、右側通航すること。 

 ・接近する他船を見失った場合、停船して安全を確認すること。 

 


